
項　　目 ✔ 添　　付　　書　　類 ✔
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新規 ： 新たに（永続的に）河川敷地を占用する
変更 ： 既許可のものを変更する（一時占用を含む）

項　　目 照　　査　　内　　容 新規 変更 一時 更新
1 ・申請書表紙に「（変更）」、「（一時占用）」等の記載があるか
2 ・宛名が「東京都南多摩西部建設事務所長　殿」になっているか
3 ・「申請者」欄に代表者名が記載されているか（印は不要）
4 ・許可の根拠法令が占用内容と合っているか　※１
5 ・申請書下部の欄に事務担当者の名前・連絡先等の記載があるか
6 ・「河川の名称」が「一級河川　○○川」になっているか
7 ・「占用面積」が図面に記載の面積と一致しているか
8 ・面積計算式が合っているか　※２
9 ・変更内容の「変更前」内容が赤字で記載されているか

10 ・前回許可番号が記載されているか

項　　目 添　　付　　書　　類 新規 変更 一時 更新
1 ・理由書（変更の場合は必須）
2 ・前回許可書の写し　※別紙がある場合は併せて添付
3 ・案内図、位置（平面）図 （変更の場合は変更前の図面も添付）
4 ・構造（断面）図、求積図　（変更の場合は変更前の図面も添付）
5 ・現地写真 ⇒ 設置箇所を色線等で描く
6 ・工事工程表（新規工事、工期変更がある場合）

・宛名が「東京都南多摩西部建設事務所長　殿」になっているか
・「申請者」欄に代表者名が記載されているか（印は不要）
・「河川の名称」が「一級河川　○○川」になっているか
・場所が詳細に記載されているか（例：○○○市△△町□丁目付近、●●橋上流右岸）
・目的（例：イベント開催による一時利用のため。撮影のための車両一時駐車利用等）
・（撮影のための利用の場合）番組名

・案内図
　⇒利用範囲を色付け

・添付書類がそろっているか ⇒ 右記を参照

・（撮影のための利用の場合）放送日 ※未定の場合は予定を記載
・利用面積（㎡）　※距離（m, km）でも可
・期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
・利用日時 ※イベント等が実際に開催される日時
・参加人数 ⇒ おおよその人数（名）

一時 ： 一時的に河川敷地を占用する（一時占用）
更新 ： 既許可の案件の占用期間を更新する

照　　査　　内　　容

テラス護岸等
　　一日利用届

※ロケ・撮影等で
　 利用する場合
　 「撮影用」を使用

許可申請書
（変更・一時占用含む）

備　　考

備　　考

※変更申請の場合、
　変更前の内容を赤字で記載

許可申請書（共通）
　別記様式第８甲様式

許可申請書（別紙）
　別記様式第８様式

24条申請：乙の２
24,26条申請：乙の４

・（必要な場合）鍵借用書

　　　　　　　　チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト

・企画概要

・該当部分の台本
　（撮影の場合のみ）



項　　目 添　　付　　書　　類 新規 変更 一時 更新
1 ・許可書（写し）　※別紙がある場合は併せて添付
2 ・案内図、位置（平面）図、構造（断面）図　（変更前の図面は不要）
3 ・工事工程表（予定：黒色、実施：赤色で表示）
4 ・緊急時の連絡先が記載されているもの　※工事着手届のみ
5 ・写真（施工前、施工中、施工後）　※工事竣工届のみ

※１　河川法に基づく許可

第24条…河川敷地（国有地）を一定期間独占的に使用（占用）する場合
第24条、26条…河川敷地（国有地）の占用及び工作物を設置する場合
　　　　　　　　　　例）水道管、下水道管、電柱、架空線、工事に伴う足場の設置など
第26条…河川敷地内の私有地、その他の官有地に工作物を設置する場合
第27条…河川敷地において工作物の設置以外の目的で掘削する場合

※２　占用面積の算出について

・上から見た水平投影面積を原則とする
・電柱（支柱・支線を含む）：１㎡/１本とする
・架空線：全体の占用幅が0.3m未満の場合は幅0.3mと設定し、0.3ｍ×延長とする
・埋設物：開削する場合は、占用面積 = 掘削面積とする
・既許可の部分の面積は除く

【お問い合わせ先】
〒192-0046
東京都八王子市明神町３丁目19番２号
東京都南多摩西部建設事務所
管理課 河川管理担当
TEL 042-643-2615　　FAX 042-646-5313

管理課組織端末 メールアドレス
　S0200236@section.metro.tokyo.jp

【書類の提出について】

①許可申請書 ※事前相談は原則対面
・来訪または郵送で提出
　（軽微な内容のものはメールでの提出も可）
・河川法第24条に基づく許可申請については、
　「東京共同電子申請・届出サービス」でも提出可
・郵送の場合、返信用封筒（切手貼付・宛名記載）を同封

②工事着手届、工事竣工届
・来訪または郵送で提出
　（軽微な内容のものはメールでの提出も可）
・工事着手届は着手日の２開庁日前までに提出
・工事竣工届は竣工後速やかに提出

③テラス護岸等一日利用届
・来訪、郵送、FAX、メールで提出
・郵送の場合、返信用封筒（切手貼付・宛名記載）を同封

※窓口にて直接申請・相談をする際には、事前に
 　担当者へ電話連絡の上、予約してください。

備　　考

工事着手届
工事竣工届

mailto:S0200236@section.metro.tokyo.jp

